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私たち4名が
戸別訪問員です

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

◆日時

蕁３４―

脱炭素に向けた戸別訪問を引き続き行っていますi

　昨年度から現状把握のため全戸を対象にアンケート調査を実施してきたところです。
　住民の皆さんにおかれましては当アンケート調査にご協力いただき、ありがとうございました。
　今年度以降も引き続き戸別訪問を実施していきます。

○お問い合わせ　本庁 環境政策室 環境政策係　蕁４３―２１１９

パスポート取得応援キャンペーンi

　対象期間内にパスポートを新規取得または更新された方、対象路線に搭乗し海外旅行をされた方にそれぞ
れ５千円分のＱＵＯカードＰａｙをプレゼントする「パスポート取得応援キャンペーン」を実施しています。

◆期間　令和７年１月３１日（金）まで

◆対象者　高知県在住の方で、以下の応募条件を満たす方
①キャンペーン期間内にパスポートを新規取得または更新した方
②キャンペーン期間内に高知－台湾線に搭乗した方または、高知-名古屋（中部）
　線もしくは、高知－成田線を乗り継いで国際線に搭乗した方
　①、②両方を満たした方に１万円分のＱＵＯカードＰａｙをプレゼントします。

※予算に達し次第終了となります。お早めにお申し込みください。
　キャンペーンの詳しい内容については、特設サイト（https://kochi-passport.jp）をご覧ください。

○お問い合わせ　高知県 交通運輸政策課　蕁０８８―８２３―９３４１

道路の健全な通行についてi
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◆道路上にはみ出している樹木の伐採のお願い
　道路上に鉢植えなどが置かれている箇所や私有地から道路や歩道に樹木や枝がはみ出して、歩行
者や自転車および自動車などの通行の支障となっている箇所があります。　　
　歩行者や通行車両の事故につながる恐れがありますので、事故を未然に防ぐために土地所有者に
よる事前の伐採および危険物の撤去などの対応をお願いします。また、建築限界を守り、はみ出し
ている樹木の伐採や鉢植えなどの移動にご協力をお願いします。

◆建築限界
　道路法第３０条および道路構造令第１２条では道路を安全に通行するため、車道の上空４.５ｍ、歩道
の上空２.５ｍの範囲に、通行の障害になる物（樹木・看板など）
は置いてはならないと規定されています。

◆ご注意
　私有地生垣・庭木・法面からの倒木や落石、道路上に張
り出した枝の落下などにより、通行中の歩行者や車両など
が損傷する事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償
を問われる場合があります。

○お問い合わせ　本庁 まちづくり課 土木係　蕁４３―２１１５
　　　　　　　　佐賀支所 建設課 土木係　　蕁５５―３７００
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